
 

マイナンバーカードに関するお手続きの 

休日窓口時間を延長します 
 

 

マイナポイントの申請期限まで、残りわずかとなりました。 

そこで、マイナンバーカードに関するお手続きのために休日窓口の

開庁時間を延長します。ぜひご利用ください。 

 

実施日：9 月 24 日（日） 

時 間：8 時 30 分～16 時 

場 所：永平寺町役場本庁 住民税務課 

対応可能な手続き：マイナンバーカードの申請 

         マイナンバーカードの受け取り 

         電子証明書の更新 

         暗証番号の再設定 

         マイナポイントの手続き 

  ※混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永平寺町の公式ホームページはこちら→ 

回 覧 

マイナポイントの申請は 

9 月 30 日まで！！ 


